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生活道路拡幅整備の整備率向上に向けた取り組みについて 

 

１． 生活道路拡幅整備事業概要 

中野区では、昭和５９年に「中野区狭あい道路の拡幅整備に関する規則」を

制定し、生活道路の拡幅整備事業を行っているが、未だ幅員４ｍ未満の整備を

必要とする道路が約２１１ｋｍあり、中野区内の道路の約４３％を占めている。 

現在は、「中野区生活道路の拡幅整備に関する条例」により生活道路に接し

た敷地で建築が行われる際に、建築基準法に定められた４ｍの道路幅員を確保

するため、道路中心線から２ｍ後退した土地部分の拡幅整備を行っている。 

 

２．現状の課題と対策について 

生活道路拡幅整備事業の開始から３０年以上経過し、制度が浸透しているこ

とから、拡幅整備についての理解・協力が得やすくなっており、拡幅整備の整

備延長についても順調に増加している。 

しかし、現行の拡幅整備工事に至るまでの手続き方法においては、建築確認

申請の際に必要な協議申請と、整備工事に関する承諾書の提出時期が異なるた

め、整備承諾書の未提出が発生している。そこで、未提出分の整備工事を確実

に行うため、拡幅整備協議の際に工事の整備承諾書を提出するよう手続きの変

更を行う（別紙）とともに、整備工事の承諾に関連する様式を変更する。 

 

３．今後のスケジュール 

平成３１年１月上旬 生活道路の拡幅整備に関する条例施行規則および

運用細目の改正 

           中野区ホームページおよび窓口での周知 

平成３1年４月１日    改正規則および運用細目の施行 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手続きの流れ（変更後） 

区整備 

 

自主整備 

拡幅整備工事完了検査 

整備工事施行承認書の交付 

整備工事施工内容の審査 

拡幅整備工事 

整備工事施行承認申請書の提出 

建築完了検査 

＊自主整備の場合は

整備工事施行承認申

請書を提出 

手続きの流れ（現状） 

整備工事施行承認書の交付 

整備工事施工内容の審査 

★整備承諾書の提出 整備工事施工計画書の提出 

拡幅整備工事 

建築完了検査 

拡幅整備工事完了検査 

建築完了検査 

拡幅整備工事 建築完了検査 

区整備 

 

自主整備 

生活道路拡幅整備に関する手続きの流れ 

 
 建築主が作成する書類

および手続き 

建築工事 

建築完了検査 

中心判定の申請（事前相談） 

現地調査・道路判定図作成 

建築確認申請 

完了届・工事写真等の提出 

中心判定の申請（事前相談） 

現地調査・道路判定図作成 

建築工事 

生活道路拡幅整備協議書の提出 

建築確認申請 

道路判定図の交付 道路判定図の交付 

生活道路拡幅整備協議書 ★整備承諾書＊の提出 

工事時期の調整 工事時期の調整 

拡幅整備工事 

別紙 
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